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定期監査の結果について 

 

 

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づき、定期監査を実施したので、同条第 9 項

によりその結果を提出し、かつ、公表する。 

 

記 

 

 

1 監査の対象  市民部 保護・援護課 （旧：保護課） 

 

2 監査の期間  令和 3年 4月  1日から 

令和 3年 4月 30日まで 

 

3 監査の要領 

今回の定期監査は、令和 2年度（令和 3年 2月末日現在）における保護課の所管に係

る財務事務等を対象に関係資料の提出を求め、職員から説明を聴取し実施した。 

 

4 監査の結果 

保護課は 3係を擁し、参事以下 25人(再任用職員 1人、会計年度任用職員である生活

保護医療扶助適正指導員 1人、就労支援専門員 1人、面接相談員 1人を含む)の職員で

構成されている。 

各係の主な分掌事務は、庶務係で、生活保護費の支給、生活保護統計、生活保護法に

よる医療・介護事務、就労支援、長期入院患者の社会復帰支援、申請指導及び他法活用

指導、医療扶助の適正指導、介護扶助の適正化、課内の連絡調整、予算・経理及び庶務

に関すること等。 

保護一、二係は、生活保護法による保護の実施、行旅病人及び行旅死亡人の取り扱い、

職員の研修、その他要保護者の援護に関すること等であり、これらの事務事業を執行さ

れている。 

 



(1) 予算の執行状況等 

歳入は、予算現額 23億 2,528万 8,000円に対し調定額 22億 1,706万 1,364 

円で、収入済額は 21億 8,661万 1,435円となっている。 

予算現額に対する収入済額の比率は 94.04％、調定額に対する収入済額の比率は 

98.63％である。 

歳出は､予算現額 30億 4,103万円に対し支出済額 25億 8,658万 9,211円で､

執行率は 85.06％となっている。 

保護課が、令和 2年 4月 1日から令和 3年 2月末日までの間に実施した主な事務事

業に係る歳入歳出は、次のとおりである。 

歳入は､国庫支出金の国庫負担金では、民生費国庫負担金の生活保護費負担金で、扶

助費 21億 3,061万 7,201円、被保護者就労支援事業負担金 245万 1,563円、国庫

補助金では、民生費国庫補助金の生活保護費補助金で生活困窮者就労準備支援事業費

等補助金 919 万 2,000 円、県支出金の県負担金では、民生費県負担金の生活保護費

負担金で、扶助費 2,451万 2,000円、生活保護費諸収入の雑入では、生活保護法第

63条及び第 78条による返還金及び徴収金 1,955万 71円等が収入されている。 

歳出の主なものは､民生費の生活保護費では、生活保護総務費の役務費で、診療報酬

支払手数料、郵便料等 276 万 4,030 円、委託料で、長期入院患者社会復帰促進事業

委託料 229 万 5,500 円、医療レセプト点検委託料 139 万 1,872 円、介護扶助適正

化事業委託料 120万 5,000円、他 2件 537万 872円が支出されている。 

扶助費では、生活保護費 25億 7,741万 4,152円が支出されている。その内訳は、

医療扶助費 15億 83万 6,676円、生活扶助費 7億 1,815万 3,563円、住宅扶助費

2億 6,470万 7,397円、介護扶助費 5,938万 8,797円、教育扶助費 1,018万 703

円、葬祭扶助費 898万 4,234円、施設事務費 718万 4,226円、生業扶助費 611万

1,061円、出産扶助費 127万 9,280円、進学準備給付費 40 万円、就労自立給付金

18万 8,215円となっている。 

保護一、二係は、市内全域を地区分担し、参事補 2 人を含む 18 人の職員で「生活

に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最

低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。」という生活保護法の基本理

念に沿って職務に精励されている。 

本市における生活保護の受給状況は、ほぼ横ばいであり、過去 4ヵ年の保護率は、

平成 28年度末の 32.0‰から令和元年度末では 31.7‰と微減している。 

令和 2年 3月末現在と令和 3年 2月末現在の生活保護状況を比較すると、被保護世

帯数では 45世帯減少、被保護人員では 60人減少、保護率は微減している。 

世帯類型では、高齢者世帯が被保護世帯数の過半数を占め、次に傷病者・障害者世

帯が多くなっている。 

また、平成 28年度から令和元年度までの生活保護の開始・廃止状況をみてみると、

廃止世帯数、廃止人員共に開始世帯数、開始人員を上回っている年度が多い。 

開始理由の主なものは、貯金等の減少・喪失、世帯主の傷病、転入による他自治体

からのケース移管、家族との別居等で、廃止理由の主なものは、死亡、辞退、転出に

よる他自治体へのケース移管等となっている。 



最近 5ヵ年の生活保護状況、世帯類型別保護世帯数及び生活保護の申請・開始・廃

止の状況は、次表のとおりである。 

 

年度別生活保護状況 

 

（令和 3年 2月末日現在、単位：世帯、人、‰） 

          年度 

区分 
令和 2年度 令和元年度 平成 30年度 平成 29年度 平成 28年度 

被保護世帯数 1,304 1,349 1,368 1,373 1,384 

被保護人員 1,695 1,755 1,786 1,802 1,840 

保 護 率 30.3 31.2 31.6 31.8 32.2 

保護率 (年平均 ) 30.8 31.7 31.7 31.9 32.0 

平成 28年度から令和元年度までの状況は、各年度末現在の状況である。 

 

世帯類型別保護世帯数 

 

（令和 3年 2月末日現在、単位：世帯、％） 

年度 

区分 

令和 2年度 令和元年度 平成 30年度 平成 29年度 平成 28年度 

世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 

高齢者世帯 812 62.4 867 64.3 839 61.5 848 61.9 829 60.0 

母子世帯 74 5.7 72 5.3 72 5.3 69 5.0 88 6.4 

傷病・障害者世帯 238 18.3 234 17.3 256 18.7 263 19.2 288 20.9 

その他の世帯 177 13.6 176 13.1 198 14.5 191 13.9 176 12.7 

(停止世帯を除く。) 

 

年度別生活保護の申請・開始・廃止の状況 

（令和 3年 2月末日現在、単位：世帯、人） 

         年度 

区分  
令和 2年度 令和元年度 平成 30年度 平成 29年度 平成 28年度 

生活保護申請世帯数 119 133 142 134 130 

開始 
世 帯 93 113 132 121 121 

人 員 130 163 199 195 182 

廃止 
世 帯 137 139 138 127 128 

人 員 176 177 184 195 181 

 



 

生活保護費の支給状況では、扶助費の支給総額は、ほぼ横ばいであり、令和元年度

の医療扶助費の全体に占める割合は約 58.0％となっている。令和 3年 2月末におい

ても医療扶助費の支給が一番多く、次いで生活扶助費、住宅扶助費となっている。 

医療扶助費については、長期入院患者社会復帰促進事業として長期入院患者社会復

帰支援アドバイザーのもと、長期入院患者への退院を促進し、社会復帰へと繋ぎ、増

大する医療扶助の適正化を図っている。 

また、平成 30 年度より、介護扶助適正化事業を委託し、自立支援やケアプラン等

の点検業務、介護サービスの利用にかかる指導及び指定介護機関との連携調整等を行

い、介護扶助の適正化に努めている。 

年度別生活保護費の状況は、次表のとおりである。 

 

年度別生活保護費の状況 

 

（令和 3年 2月末日現在、単位：円） 

   年度 

区分  
令和 2年度 令和元年度 平成 30年度 平成 29年度 平成 28年度 

生活扶助費 718,153,563 838,101,384 875,677,225 901,823,773 920,725,184 

住宅扶助費 264,707,397 293,945,775 295,894,383 295,139,415 289,244,350 

教育扶助費 10,180,703 12,529,542 13,138,694 15,921,663 15,240,958 

介護扶助費 59,388,797 64,953,775 70,857,510 80,074,591 82,240,638 

医療扶助費 1,500,836,676 1,696,237,503 1,689,953,143 1,716,718,831 1,750,957,482 

出産扶助費 1,279,280 2,392,945 2,616,083 409,622 286,000 

生業扶助費 6,111,061 6,952,363 8,105,460 8,788,280 8,674,376 

葬祭扶助費 8,984,234 9,936,976 6,574,809 5,990,441 8,075,074 

就労自立給付金 188,215 365,666 183,302 274,235 53,807 

進学準備給付金 400,000 800,000 600,000   

施設事務費 7,184,226 8,600,072 6,557,717 6,637,732 4,951,480 

合計 2,577,414,152 2,934,816,001 2,970,158,281 3,031,778,583 3,080,449,349 

 

保護課では、平成 25 年度から医療扶助適正指導員を配置し、重複診療、向精神薬の

処方状況、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の利用促進について、医療機関、薬局へ

の協力依頼や、医療扶助受給者へ助言・指導を行っている。医療費の適正化の効果は数

字として表れているが、今後も保護受給者の高齢化により、医療扶助費の増加が見込ま



れる。 

平成 30年 10月には、就労支援自立給付費の見直しにより、就労や増収によって保護

が廃止となった者が申請すれば、一定額以上を原則受給でき、就労自立に向けた意欲の

向上を図っている。 

また、就職支援プログラムの実践やハローワークと連携し、応募書類（履歴書・職務

経歴書）の書き方等の助言を行い就職率の向上に努めている。 

令和２年度は、生活保護受給者の世帯間継承を断つためにも、すべての中学校・高等

学校卒業者の進学・就職の達成や高等学校在学生の留年・途中退学の防止に注力されて

いる。 

生活保護の動向は、景気など経済的要因、高齢化社会の進行等による影響が大きく反

映されると思われるが、生活保護業務指針及び事業計画書に基づき、被保護者の就労支

援等自立促進に向け、鋭意努力され、なお一層の適正保護の推進に努められるよう望む

ものである。 

 

（2）経理事務の手続き等について 

 経理事務については、支出負担行為書、その他関係諸帳簿等照合検査の結果、いず

れも符合していた。 

備品については、備品番号を記載した配置図で管理されているものの、一部備品票（備

品シール）の添付が無いもの、備品票の表面がすれて文字や数字が消えているものが見

受けられたので、適正に処理されたい。 

 

（3）指摘事項について 

事務の取扱等において、指摘すべき事項はなかった。 

 

以上が、市民部保護課の定期監査の結果である。 

当課は、日本国憲法、社会福祉法、生活保護法に基づき、高齢や傷病、障がいなどで

働くことができず、生活に困窮した場合に、その困窮の度合いに応じた必要な保護を行

い、最低限度の生活を保障するとともに、その家庭の自立を手助けする業務を執行され

ている。 

全国的には、生活保護受給者数は、平成 20年のリーマン・ショック後急増し、平成

28年 3月の 217万 4,335人をピークに減少傾向であった。令和元年度の生活保護受給

者世帯数は前年度比 0.1％減の 163万 5,724世帯で、２年連続減少傾向であったが、

令和 2年 12月の生活保護の受給世帯は 163万 8,124世帯で、新型コロナの影響の長

期化が響いたとみられている。 

世帯累計別では、高齢者世帯が増加した一方、母子などの他の世帯はいずれも減少し

た。開始理由は「貯金などの減少・喪失」が最も多かった。 

このような状況の中、「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法

等の一部を改正する法律」の施行に伴い、生活保護法の一部が改正され、随時施行され



ることとなった。 

生活保護制度における自立支援の強化、適正化を目指し、令和 2年 4月からは無料宿

泊所の規制強化いわゆる「貧困ビジネス」への規制強化を図るとともに、単独での居住

が困難な生活保護受給者への日常生活上の支援を委託できる仕組みを創設したところ

である。 

また、生活保護世帯の子どもの貧困の連鎖を断ち切るため大学等への進学のさらなる

支援策として、平成 30 年度から大学等に進学した場合に、新生活立ち上げ費用として

一時金を支給する「進学準備給付金」制度が創設された。 

本市の生活保護受給率も近年微減傾向を示し、世帯類型別では、やはり高齢者世帯が

増加している。 

利用し得る資産・能力・その他あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する人に対

し、その困窮の度合いに応じた必要な保護を行うことにより、健康で文化的な最低限度

の生活を保障するとともに、その自立を助長するため、就労支援専門員、面接相談員、

医療扶助適正指導員、長期入院患者社会復帰支援アドバイザー、介護扶助適正指導員を

配置し、適正な保護・支援の実施に向け、助言・指導を行っている。 

生活保護の動向は、今後のコロナウイルスの影響が長期化する中、再就職が難しいな

ど、経済情勢・高齢化進行等の社会情勢の影響が大きく反映される。一自治体での改善

は、難しい状況ではあるが、法改正の趣旨にのっとり、複雑多岐にわたる問題を抱える

生活保護受給者への適正な保護の実施、社会保障の最後のセーフティネットとしての役

割の遂行に努められるよう切に望むものである。 


